
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
徳

島
県
条
例
第
六
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
同
条
例
第
一
条

に
規
定
す
る
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
技
能
労
務
職
員
で
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
る
も
の
（

以
下
「
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
与
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
初
任
給
基
準
表
）

第
二
条

初
任
給
基
準
表
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
給
料
の
調
整
）

第
三
条

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
（
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
う
ち
地
方
公

務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
を
い
う
。
）
の
う
ち
給
料
の
調
整
を
行
う
者

並
び
に
給
料
の
調
整
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
調
整
数
及
び
調
整
基
本
額
（
そ
の
額
が
給
料
月
額
の
百

分
の
四
・
五
を
超
え
る
と
き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
教
育

委
員
会
の
採
用
に
係
る
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
教
育
委
員
会

規
則
第
十
号
）
別
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法

そ
の
他
給
与
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
令
和

二
年
徳
島
県
規
則
第
五
号
）
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別表 初任給基準表（第２条関係）

職務 初任給 上限

調理 １級２１号俸 １級３３号俸

介助 １級１７号俸 １級２９号俸

実習

諸用務

備考 職務欄の各区分については，次の各号に掲げる職務の区分に応じ，それぞれ

当該各号に定める業務に従事する者に適用する。

一 調理 寄宿舎及び学校給食の調理等の業務

二 介助 児童又は生徒の介助等の業務

三 実習 実習の補助等の業務

四 諸用務
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